


日野町個人情報保護条例の一部改正が必要な理由と概要 

１ 条例制定 背景 

日野町 既 個人情報保護条例を定 い こ あ 番号法 目的外利用 外部へ

提供等 一般 個人情報 一部異 扱い こ し 地方公共団体 番号法 条

国等 同様 措置を講 う求 い 日野町 い 法律 同様 取扱い た 条例

を改 し対応 あ  

 内容 

用語 定義 第 条  

 特定個人情報 個人番号を含 個人情報  

イ 情報提供等記録 機関 間 特定個人情報 や さ た を記録した  

個人情報 利用及び提供 制限 第 条 第 条  

 特定個人情報 目的外利用 生命 身体 財産 保護 た 必要 際 認  

イ 番号法 別表第 他市区町村や国等 所得額や福祉等 情報 や さ

い 同一執行機関内 い こ を可能 う規定  

ウ 特定個人情報 外部へ 提供 法 定 た 外 一切禁 こ した  

本人 開示請求等 手続  

 本人情報 開示請求 特定個人情報 い 本人 委任 あ ば法定及び任意 理人

請求を可 した 第 条～第 条  

イ 個人番号 い 不 取 扱い あ た 下 場合 利用停 請求等 い 定 た 第

条～第 条  

第 条 規定 特定個人情報 利用制限違  

番号法第 条 規定 集制限違  

番号法第 条 規定 特定個人情報フ イル作成制限違  

第 条 規定 特定個人情報 提供制限違   停  

ウ 開示した場合 手数料 い 減免 こ した 第 条  

情報提供等記録 情報提供等記録 機関 ういうや をした 記録 あ

他 特定個人情報 取扱いを異  

 目的外利用 一切禁 第 条  

イ 利用停 請求 情報提供等記録 不法 不 利用や提供 さ い い 確認 た 必

要 あ 利用停 請求 可能 特定個人情報 除外した 第 条  

ウ 訂 した際 照会者及び提供者 情報提供ネットワ クを管理 総務大臣 通知 必要

第 条  

そ 他引用 を改 た  

 附則規定 

成 月 日 番号法 施行 日 施行  

 

 

 

停 た 消去 
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日野町個人情報保護条例 一部を改 条例 

 

日野町個人情報保護条例。 成1」 日野町条例第「号) 一部を次 う 改  

 

改  改 前 

 

。定義) 

 

。定義) 

第「条 条例 い 次 各号 掲 用語 意義 当該各

号 定  

第「条 条例 い 次 各号 掲 用語 意義 当該各

号 定  

。1)及び。「) 略 。1)及び。「) 略 

。」) 特定個人情報 行政手続 特定 個人を識別

番号 利用等 関 法 。 成「5 法 第「7号 下 番号

法 いう )第「条第8項 規定 特定個人情報をいう  

 

。4) 情報提供等記録 番号法第「」条第1項及び第「項 規定 記

録 記録さ 特定個人情報をいう  

 

。5) 略 

 

。」) 略 

。個人情報 利用及び提供 制限) 。個人情報 利用及び提供 制限) 

第8条 実施機関 そ 保 個人情報。特定個人情報を除く

下 条 い 同 ) い 集 目的 外 目的へ

利用又 当該実施機関 外 者へ 提供。 下 目的外利用等

いう )を い 次 各号 い 該当

場合 限 い  

第8条 実施機関 そ 保 個人情報 い 集 目的

外 目的へ 利用又 当該実施機関 外 者へ 提供。 下 目

的外利用等 いう )を い 次 各号 い

該当 場合 限 い  

。1)～。8) 略 。1)～。8) 略 

「及び」 略 

 

「及び」 略 

。特定個人情報 利用 制限) 

第8条 「 実施機関 特定個人情報を そ 集 目的 外 目

的 利用 い  
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「 前項 規定 わ 実施機関 個人 生命 身体又 財

産 保護 必要 あ 場合 あ 本人 同意 あ 又

本人 同意を得 困難 あ そ 集 目的

外 目的 特定個人情報。情報提供等記録を除く 下

項 い 同 )を自 利用 当該実

施機関 特定個人情報を利用目的 外 目的 自 利用

本人又 第三者 権利利益を不当 侵害 そ

あ 認 限 い  

」 第1項 規定 わ 番号法別表第「 1 欄 該当 情報

照会者 第」欄 該当 情報提供者 日野町内 同一実施機関

あ 場合 第4欄 掲 特定個人情報を第「欄 掲 事務を処

理 利用  

 

。特定個人情報 提供 制限) 

第8条 」 実施機関 番号法第19条各号 い 該当 場合

を除 特定個人情報を提供 い  

 

 

。開示請求権) 

 

。開示請求権) 

第1「条 略 第1「条 略 

「 略 「 略 

」 前「項 規定 開示請求。特定個人情報 係 を除く )

当該自己情報 係 本人。次条第「項 第14条及び第「0条第1項

い 本人 いう )又 遺族等 いや

を得 い理由 あ 認 場合 限 理人

 

」 前「項 規定 開示請求 当該自己情報 係 本人。次条第「

項 第14条及び第「0条第1項 い 本人 いう )又 遺族等

いや を得 い理由 あ 認 場合

限 理人  

4 法定 理人又 本人 委任 理人 本人 わ 特定

個人情報 係 開示請求を  

 

 

。開示請求 手続) 

 

。開示請求 手続) 

第1」条 開示請求を う 者 実施機関 対 次 掲 第1」条 開示請求を う 者 実施機関 対 次 掲
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事項を記載 請求書。 下 開示請求書 いう )を提出

い  

事項を記載 請求書。 下 開示請求書 いう )を提出

い  

。1)及び。「) 略 。1)及び。「) 略 

。」) 理人 開示請求。特定個人情報 係 を除く )を

場合 そ 理由 

。」) 理人 開示請求を 場合 そ 理由 

。4) 略 。4) 略 

「 略 「 略 

」 特定個人情報 開示請求を 者 規則 定

開示請求 係 特定個人情報 本人 あ 。前条第4項 規定

開示請求 あ 開示請求 係 特定個人情報 本人

理人 あ )を示 書類を提示 又 提出

い  

 

4 略 」 略 

 

。開示決定等 期限) 

 

。開示決定等 期限) 

第19条 前条第1項又 第「項 決定。 下 開示決定等 いう )

当該開示請求 あ 日 15日 内 い

第1」条第4項 規定 補 を求 場合 あ 当該

補 要 日数 当該期間 算入 い  

第19条 前条第1項又 第「項 決定。 下 開示決定等 いう )

当該開示請求 あ 日 15日 内 い

第1」条第」項 規定 補 を求 場合 あ 当該

補 要 日数 当該期間 算入 い  

「及び」 略 「及び」 略 

 

。利用 停 等 請求) 

 

。削除 請求) 

第「」条 何人 実施機関 保 自己 係 保 個人情報。情報

提供等記録を除く 下 条 い 同 ) 次 各号 1 い

該当 認 実施機関 対 当該各号 定

措置を を請求  

第「」条 何人 第7条 規定 個人情報 集 制限を超え 自

己情報 集 さ 認 実施機関 対 当該自己

情報 削除を請求  

。1) 次 い 該当  当該保 個人情報 利用

停 又 消去 

 第7条 規定 違 集さ  
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イ 第8条又 第8条 「 規定 違 利用さ い  

ウ 番号法第「0条 規定 違 集さ 又 保管さ い

 

エ 番号法第「8条 規定 違 作成さ 特定個人情報フ

イル。番号法第「条第9項 規定 特定個人情報フ イルを

いう ) 記録さ い  

。「) 第8条又 第8条 」 規定 違 提供さ い  

当該保 個人情報 提供 停  

 

 。中 請求) 

第「4条 削除  第「4条 何人 第8条 規定 違 自己情報 目的外利用等

さ い 認 実施機関 対 当該目的外利用等

中 を請求  

 

。訂 等 請求 手続) 。訂 等 請求 手続) 

第「5条 第「「条 訂 又 第「」条 規定 措置。 下 訂 等

いう ) 請求。 下 訂 等請求 いう )を う 者

実施機関 対 次 掲 事項を記載 請求書を提出

い  

第「5条 第「「条 訂 第「」条 削除又 前条 目的外利用等 中

。 下 訂 等 いう ) 請求。 下 訂 等請求 いう )を

う 者 実施機関 対 次 掲 事項を記載 請

求書を提出 い  

。1)及び。「) 略 。1)及び。「) 略 

。」) 理人 訂 等請求 場合 そ 理由。特定個人情報

係 を除く) 

。」) 理人 訂 等請求 場合 そ 理由 

。4) 略 。4) 略 

「 第1「条第」項及び第4項並び 第1」条第「項及び第4項 規定 訂

等請求 い 準用  

「 第1「条第「項並び 第1」条第「項及び第」項 規定 訂 等請求

い 準用  

 

。訂 等請求 対 措置) 。訂 等請求 対 措置) 

第「6条 実施機関 訂 等請求 あ 当該訂 等請求

あ 日 」0日 内 訂 等を 否 決定を

い 前条第「項 い 準用 第1」条第4項 規定

第「6条 実施機関 訂 等請求 あ 当該訂 等請求

あ 日 」0日 内 訂 等を 否 決定を

い 前条第「項 い 準用 第1」条第」項 規定
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補 を求 場合 あ 当該補 要 日数 当

該期間 算入 い  

補 を求 場合 あ 当該補 要 日数 当

該期間 算入 い  

「～4 略 「～4 略 

 

。訂 等 実施) 。訂 等 実施) 

第「8条 略 第「8条 略 

「 実施機関 前項 規定 個人情報 訂 等を 場合

い 必要 あ 認 当該個人情報 提供先。情報提

供等記録 あ 総務大臣及び番号法第19条第7号 規定

情報照会者又 情報提供者。当該訂 係 情報提供等記録 記録

さ 者 あ 当該実施機関 外 限 ))へ 通知そ

他必要 措置を い  

 

 

。手数料等) 。手数料等) 

第「9条 略 第「9条 略 

「 略 「 略 

」 前項 規定 わ 実施機関 開示請求者 特定個人情

報 写 交付又 送付を求 場合 い 当該開示請求者

い 経済的困難そ 他特別 理由 あ 認 当該特

定個人情報 写 作成又 送付 要 費用を減額 又 免除

 

 

 

。適用除外等) 。適用除外等) 

第」6条 略 第」6条 略 

「 他 法 等。公開条例を除く ) 個人 係 情報 開示 請求

関 規定 あ 場合 個人情報。特定個人情報を除く )

開示又 訂 等 請求 関 規定 あ 当該他 法

定  

 

「 他 法 等。公開条例を除く ) 自己情報 開示又 訂 等 請

求 関 規定 あ 当該他 法 定
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附 則 

条例 成「7 10 5日 施行  
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